
「東京都ＨＩＶ検査・相談月間」について

○ 都庁でパネル展示を実施（6月11日～6月17日）

１階中央でのパネル展示により早期発見の重要性を普及啓発

○ 都内自治体等で各種啓発活動を実施

啓発ポスターの掲示や普及啓発グッズの配布等を実施

〇 新宿東口検査・相談室で検査体制を拡充

４月から開室時間の延長や検査枠の増に加え、レディスデー
を常設（週１回）

月間中はHIV・梅毒検査に加え、クラミジア・淋菌検査を実施

〇 都内保健所で実施日を拡充

HIV・梅毒検査を14保健所で検査日を追加して実施

HIV･梅毒の匿名・無料検査の拡充

国の検査普及週間（6月1日～7日）に合わせて、都では、6月1日から30日までを

「東京都HIV検査・相談月間」と定め、検査の拡充や普及啓発を実施

普及啓発の取組

（パネル展示の様子）
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